
　１．依頼書・利用申込書

年 月 日

申込年月日 年 月 日

生年月日 年 月 日

希望欄　  ←希望欄に○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税　目　等
区
分

ゆうちょ
以外

ゆうちょ

整理番号・通知書番号 ※他の義務者分も依頼（廃止）の場合記入

園名 児童名 入所月(予定月）　

種　　 目

↓該当欄に○

※「納税準備」は「市税」のみ選択できます。

種目コード 契約種別コード 通帳記号
払込

金融機関記入・処理欄※ゆうちょ銀行は除く

印鑑照合 受付印 不備理由

1 依頼書・利用申込書

豊橋市税等口座振替 2 廃止届
取扱金融機関　御中

住　所
豊橋市 豊橋市以外 （ 市 ）

フリガナ

氏　名
※「国民健康保険税」は「世帯主」・「後期高齢者医療保険料」は「被保険者本人」の氏名を記入

契約種別
コード

全納 期別
年４回 個人市県民税

（普通徴収）

お問合せ番号・通知書番号

11 35

全納 期別
年４回 固定資産税

都市計画税

納付義務者
氏   名

21 35
整理番号・
通知書番号

軽自動車税 ※同じ名義の車両すべて 31 35

国民健康保険税 ※世帯全員分 51 35

保育料
※児童ごと

生年月日

61 30
年 月

市営住宅使用料 住宅 棟 室 73 25

駐車場使用料 住宅 ー 番 72 30

後期高齢者医療保険料 56 30

母子父子寡婦貸付償還金 63 30

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

以

　外

口座番号（右づめ）

1普通 2当座 3
納税
準備

通帳番号（右づめ）

ダウンロード様式はゆうちょ銀行はご利用いただけません。

払込先口座番号 00870-3-960693 払込先加入者名 豊橋市取扱者豊橋市会計管理者 ※６桁目がある場合※欄に記入

住　所

豊橋市 豊橋市以外 （ 市 ） お届け印
（３枚とも押印）

フリガナ 電
話
番
号

日中連絡のつきやすい番号

氏　名 ( ) －

私（口座名義人）は、上記納付義務者が豊橋市に納めるべき市税等を、私名義の上記引落預貯金口座から、
口座振替（自動払込）の方法により、納付（廃止）したいので、下記約定を確認の上依頼します。

金融機関コード
※金融機関で記入してください。

－

証 印 処理済印

該当する
番号に○

　
　に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

納
付
義
務
者

市

　税

料
金
等

ど
ち
ら
か
選
択

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

口
座
名
義
人

１．取引なし

２．印鑑相違

３．印鑑不鮮明

4. その他

ゆうちょ銀行
処理欄

日　附　印

金融機関保管用

*ゆうちょ銀行を指定の場合は自動払込み規定が適用されます。ただし、払込日は豊橋市の定める日とし、払込開始（廃止）時期は、原則申

込月の翌月末以降となります。

約定(ゆうちょ銀行を除く)

１．振替日は納期限の日とする。ただし、保育料及び母子父子寡婦貸付償還金は、豊橋市の定める日とすることを承諾します。

2.口座振替開始（廃止）時期について、原則、金融機関承認月の翌月末以降となることを承諾します。

３．振替手続きについては、当座勘定約定又は預貯金約（規）定にかかわらず貴金融機関において所定の方法で処理してください。

４．指定預貯金口座の残高が振替日において、納付書の金額に満たないときは、私に通知することなく、豊橋市に納付書等を返却されて

も異議ありません。

５．納入通知書等を指定の取扱金融機関等に送達されること、納税金額等を記載した告知書を納付義務者に送付されることに異議ありま

せん。

６．口座振替された市税等についての領収書は、指定した口座の通帳に記載することにより省略されて差し支えありません。

７．上記納付義務者に係る過誤納金還付について、直接還付請求のないときは、上記預貯金口座への払い込みを承諾します。

８．この契約は、貴金融機関及び豊橋市が必要と認めるときは、私に通知することなく、解約されても異義ありません。．

９．この取り扱いについて、万一紛議が生じても貴金融機関の責によるものを除き、貴金融機関及び豊橋市に迷惑をかけません。

ダウンロード様式



　１．依頼書・利用申込書

年 月 日

申込年月日 年 月 日

希望欄　  ←希望欄に○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税　目　等
区
分

ゆうちょ
以外

ゆうちょ

整理番号・通知書番号 ※他の義務者分も依頼（廃止）の場合記入

園名 児童名 入所月(予定月）　

種　　 目

↓該当欄に○

種目コード 契約種別コード 通帳記号
払込

金融機関記入・処理欄※ゆうちょ銀行は除く

ゆうちょ銀行処理欄日附印

保育 住宅 後期 母子

1

豊橋市税等口座振替 2 廃止届
豊橋市長　　　　様

住　所
豊橋市 豊橋市以外 （ 市 ）

フリガナ

氏　名 契約種別
コード

生年月日 年 月 日

全納 期別
年４回 個人市県民税

（普通徴収）

お問合せ番号・通知書番号

11 35

全納 期別
年４回 固定資産税

都市計画税

納付義務者
氏   名

21 35
整理番号・
通知書番号

軽自動車税 ※同じ名義の車両すべて 31 35

国民健康保険税 ※世帯全員分 51 35

保育料
※児童ごと

生年月日

61 30
年 月

市営住宅使用料 住宅 棟 室 73 25

駐車場使用料 住宅 ー 番 72 30

後期高齢者医療保険料 56 30

母子父子寡婦貸付償還金 63 30

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

以

　外

口座番号（右づめ）

1普通 2当座 3
納税
準備

通帳番号（右づめ）

ダウンロード様式はゆうちょ銀行はご利用いただけません。

払込先口座番号 00870-3-960693 払込先加入者名 豊橋市取扱者豊橋市会計管理者 ※６桁目がある場合※欄に記入

住　所

豊橋市 豊橋市以外 （ 市 ）
お届け印

（３枚とも押印）

フリガナ
電
話
番
号

氏　名 ( ) －

備
 
考 金融機関コード －

　上記のとおり、市税等の口座振替の依頼（廃止届）を受け付けましたので通知します。
私（口座名義人）は、上記納付義務者が豊橋市に納めるべき市税等を、私名義の上記引落預金口座から、口座振替の方法により納付（廃止）したい
ので、市税等必要事項を記載した納付書は、上記引落金融機関又はゆうちょ銀行「名古屋貯金事務センター」に送付してください。

豊橋市処理欄　受付日

豊橋市処理欄　処理日

納税課
確認欄

納
付
義
務
者

市

　税

料
金
等

ど
ち
ら
か
選
択

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

口
座
名
義
人

＊金融機関承認欄（ゆうちょ銀行を除く）
　　上記事項について承認します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

受付通知書
豊橋市用

□　固定資産税　義務者数　　　　　件

□　口座名義人に確認済　

□　納付義務者(世帯主・　　　　　　）に訂正

ダウンロード様式



　１．依頼書・利用申込書

年 月 日

申込年月日 年 月 日

希望欄　  ←希望欄に○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税　目　等
区
分

ゆうちょ
以外

ゆうちょ

整理番号・通知書番号 ※他の義務者分も依頼（廃止）の場合記入

園名 児童名 入所月(予定月）　

種　　 目

↓該当種目に○

※「納税準備」は「市税」のみ選択できます。

種目コード 契約種別コード 通帳記号
払込

金融機関記入・処理欄※ゆうちょ銀行は除く

1 依頼書・利用申込書
豊橋市税等口座振替 2 廃止届

住　所
豊橋市 豊橋市以外 （ 市 ）

フリガナ

氏　名 契約種別
コード生年月日 年 月 日

全納 期別
年４回 個人市県民税

（普通徴収）

お問合せ番号・通知書番号

11 35

全納 期別
年４回 固定資産税

都市計画税

納付義務者
氏   名

21 35
整理番号・
通知書番号

軽自動車税 ※同じ名義の車両すべて 31 35

国民健康保険税 ※世帯全員分 51 35

保育料
※児童ごと

生年月日

61 30
年 月

市営住宅使用料 住宅 棟 室 73 25

駐車場使用料 住宅 ー 番 72 30

後期高齢者医療保険料 56 30

母子父子寡婦貸付償還金 63 30

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

以

　外

口座番号（右づめ）

1普通 2当座 3
納税
準備

5

通帳番号（右づめ）

ダウンロード様式はゆうちょ銀行はご利用いただけません。

払込先口座番号 00870-3-960693 払込先加入者名 豊橋市取扱者豊橋市会計管理者 ※６桁目がある場合※欄に記入

住　所
豊橋市 豊橋市以外 （ 市 ） お届け印

（３枚とも押印）

フリガナ
電
話
番
号

氏　名 ( ) －

私（口座名義人）は、上記納付義務者が豊橋市に納めるべき市税等を、私名義の上記引落預
貯金口座から、口座振替の方法により納付（廃止）したいので、下記約定を確認の上依頼し
ます。 金融機関コード －

ゆうちょ銀行処理欄
日附印

納
付
義
務
者

市

　税

料
金
等

ど
ち
ら
か
選
択

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

口
座
名
義
人

申込者控

*ゆうちょ銀行を指定の場合は自動払込み規定が適用されます。ただし、払込日は豊橋市の定める日とし、払込開始（廃止）時期は、原則申

込月の翌月末以降となります。

約定(ゆうちょ銀行を除く)

１．振替日は納期限の日とする。ただし、保育料及び母子父子寡婦貸付償還金は、豊橋市の定める日とすることを承諾します。

2.口座振替開始（廃止）時期について、原則、金融機関承認月の翌月末以降となることを承諾します。

３．振替手続きについては、当座勘定約定又は預貯金約（規）定にかかわらず貴金融機関において所定の方法で処理してください。

４．指定預貯金口座の残高が振替日において、納付書の金額に満たないときは、私に通知することなく、豊橋市に納付書等を返却されて

も異議ありません。

５．納入通知書等を指定の取扱金融機関等に送達されること、納税金額等を記載した告知書を納付義務者に送付されることに異議ありま

せん。

６．口座振替された市税等についての領収書は、指定した口座の通帳に記載することにより省略されて差し支えありません。

７．上記納付義務者に係る過誤納金還付について、直接還付請求のないときは、上記預貯金口座への払い込みを承諾します。

８．この契約は、貴金融機関及び豊橋市が必要と認めるときは、私に通知することなく、解約されても異義ありません。．

９．この取り扱いについて、万一紛議が生じても貴金融機関の責によるものを除き、貴金融機関及び豊橋市に迷惑をかけません。

ダウンロード様式
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